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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
盤面を自重落下する小球を用い、前面が透視ガラスを備えた扉体で閉じられる遊技機であ
って、入賞等を光学表示する光学表示手段を備えたものにおいて、
該光学表示手段が、前記透視ガラスの所定部位で断面方向に形成される前面側に実体的に
顕現しない複数の反射面と、該各反射面に対向して前記透視ガラスの端面に配され束光線
を放射可能な光源（発光体）とを備え、該光源が制御されて発光可能とされていることを
特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記反射面の角度が略４５°であることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
前記反射面が透視ガラスの裏面側に形成された切欠部により形成されていることを特徴と
する請求項１記載の遊技機。
【請求項４】
前記透視ガラスが複数枚構成である場合において、前記反射面を前記各透視ガラスの重合
しない別位置に形成することを特徴とする請求項１、２又は３記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、盤面を自重落下する小球を用い、前面が透視ガラスを備えた扉体で閉じられる
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遊技機に関する。ここでは、パチンコ機を例に採り説明するが、これに限られるものでは
ない。すなわち、本発明の遊技機は、光学的表示手段を備えたスロットマシン、その他の
ゲーム機等にも適用可能である。
【０００２】
【背景技術】
図１に本発明を適用する遊技機の一例であるパチンコ機の正面図を示す。
【０００３】
木枠（本体枠）１の前面には、下側にハンドル３や下受け皿（下皿）４を上方が遊技盤面
５とされたベース枠６が開閉可能にヒンジ結合されている。そして、ベース枠６には、上
受け皿（上皿）７を備えた前板８および透視ガラス（通常２枚構成）９、９Ａを備えたガ
ラス扉体１０がそれぞれ開閉可能にヒンジ結合されている。
【０００４】
ベニア板等で形成されている遊技盤面５の外周レール１４の内側、すなわち小球（パチン
コ玉）走行面には、小球流れを規制（無作為変更を含む）する多数の障害釘１６及び風車
１８が配されるととともに、各種入賞口（上・下左右入賞口２０、２２及び左右・中央始
動入賞口２４、２６）が配されている。そして、可変表示器（図柄変動表示器）２８が可
変表示器装飾部３０を備えて遊技盤面５の略中央位置に配されている。可変表示器２８は
図柄が揃ったとき、左右・中央始動入賞口２４、２６が所定時間開状態維持を複数回繰り
返して大当たりとなるように図示しないＣＰＵにより制御されるようになっている。なお
、３２は大当たりしたとき残り回数を示すモード表示器であり、３３は入賞しなかった小
球が排出されるアウト口である。
【０００５】
そして、大当たり等を表示する飾りランプ（光表示手段）３４は、可変入賞装置（可変表
示器２８）以外の部分においては、小球（パチンコ玉）が走行する遊技盤面１６、すなわ
ち外周レール１４の外側に配することが多かった。すなわち、遊技盤面５においては可及
的に障害釘１６が多くかつ配設自由度（打球の流路構成の自由度）が要求されるためであ
る。
【０００６】
他方、遊技における入賞・大当たりに際して、盤面の遊び性・意匠性（装飾性）を増大さ
せるために、遊技者が凝視する盤面上に装飾光表示手段を設けることの要望がある。
【０００７】
この二律背反的要請を満たすために、例えば、特開２００１－２４６０９７に記載されて
いる可変表示器における場合の如く、扉体における透視ガラス（通常２枚構成）の間に非
発光時に透明な光源（ランプ）を配することが考えられる。
【０００８】
しかし、可変表示器の場合と同様、光源を必要なときに発光させるために透明電極を備え
た透明ケーブルをガラス端面側から配線する必要がある。そして、光源及び透明ケーブル
を多く配することは透視ガラスの透明性を阻害するおそれがあった。
【０００９】
また、透視ガラスを扉体（ガラス保持枠）に組み付けるのが困難となり実際的でない。す
なわち、通常、透視ガラスの組み付けは、扉体におけるガラス保持枠に形成されたガラス
挿入孔に透視ガラスを滑りこませて行なうためである。
【００１０】
【発明の開示】
本発明は、上記にかんがみて、障害釘の数および配設自由度を減じさせずに、かつ、ガラ
ス面上に透明ケーブルによる配線もせずに、遊技者が凝視する盤面上に装飾光表示手段を
設けることができる遊技機を提供することを目的とする。
【００１１】
本発明は、上記目的を解決するために、鋭意開発に努力をした結果、下記構成の遊技機に
想到した。
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【００１２】
盤面を自重落下する小球を用い、前面が透視ガラスを備えた扉体で閉じられる遊技機であ
って、入賞等を光学（発光）表示する発光表示手段を備えたものにおいて、
該発光表示手段が、前記透視ガラスの所定部位で断面方向に形成される前面側に顕現しな
い複数の反射面と、該各反射面に対向して前記透視ガラスの端面に配され束光線を放射可
能な光源とを備え、該光源が制御されて発光可能とされていることを特徴とする。
【００１３】
ガラス端面から配した光源から光線がガラス内を通過して透視ガラスの反射面を介して遊
技者（看者）側へ向かい、看者に強い（インパクトのある）視覚印象を与える。したがっ
て、障害釘の数および配設自由度（打球流路設計自由度）を減じさせずに、かつ、ガラス
面上に透明ケーブルによる配線もせずに、遊技者（看者）が凝視する盤面上に装飾光表示
手段を設けることができる。
【００１４】
そして、前記反射面の角度は、通常、略４５°とする。ガラス前面に直交する方向に反射
するためである。
【００１５】
また、通常、透視ガラスの裏面側に切欠部を形成し、該切欠部の光源対向面側を反射面と
する。切欠部（溝部）を形成するだけであるので作業性が良好であり、また、ガラス前面
側に顕現し難い。特に、反射面を４５°とする開口角度４５°の切欠が望ましい。反射面
と対向する面がガラス前面に対して直交して反対側からの入光に対してガラス前面側へ反
射光が出ず、反射面からの反射光がクリア（明瞭）となる。
【００１６】
一枚の透視ガラスのみに反射面を形成してもよいが、透視ガラスが複数枚構成である場合
、前記反射面を各透視ガラスの重合しない別位置に形成する構成としてもよい。この構成
とした場合は、前記反射面を透視ガラスの投射平面上で直線上に配した場合、反対側端面
から光源（発光体）を配しなくても、ガラス端面の一方側にのみ光源（発光体）を配する
ことができ、光源の配線が簡単になる。
【００１７】
【発明を実施するための最良の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。既述例と同一部分（同一部材）につ
いては同一図符号を付して、それらの説明の全部又は一部を省略する。
【００１８】
図１に示すようなパチンコ機において、図２に示すようなＶマーク表示Ｄをする場合を例
にとる。図３は図２のIII－III線部位概略断面図である。
【００１９】
Ｖマークを構成するように前面側の第一扉ガラス（透視ガラス）９、９Ａの裏面側に複数
の切欠部３６、３６・・・を形成する。そして、その切欠部３６の下面側が反射面３６ａ
となる。この切欠部３６の形状は、図例では反射面３６ａを４５°とする開口角度α：４
５°のものである。反射面３６ａが４５°であることにより、ガラス前面に直交する方向
に反射する。また、反射面３６ａと対向する面３６ｂがガラス前面に対して直交して反対
側（図例では上側）からの入光に対してガラス前面側へ反射光が出ず、反射面からの反射
光がクリア（明瞭）となる。すなわち、両者が相まって、看者（遊技者）に対して直接的
に反射光が向かうため表示のインパクトが増大する。
【００２０】
このときの切欠部３６の深さｈ（反射面の長さ約1.4ｈ）は、ガラス端面９ａからの光源
（発光体）３８を受光可能な幅より大きく、ガラス前面に切欠が顕現しない大きさなら特
に限定されない。通常、透視ガラス９、９Ａの肉厚は２～３ｍｍとした場合、通常０．５
～１．５ｍｍ、望ましくは１ｍｍ前後とする。すなわち、ガラス肉厚厚みの、０．２～０
．６倍、望ましくは０．３～０．５倍とする。
【００２１】
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また、切欠の幅ｗも、光源を受光可能な幅より大きく、上方の切欠部と実質的に干渉しな
いものなら特に限定されない。通常、ガラスの肉厚と同等の２～３ｍｍとする。
【００２２】
なお、一つの切欠部３６に複数の光源（発光体）３８を配するようにしてもよい。この場
合は、異なる各種色（例えば、赤・黄・青）を組み合わせればＶマーク表示をさらに、装
飾性が豊かなものとなる。
【００２３】
光源３８が発するビーム光の直径は、切欠部の深さ以下であれば特に限定されず、通常、
５ｍｍ以下、望ましくは、０．５～３ｍｍとする。
【００２４】
この切欠の形成は、ガラス成形時に型賦形してもよいが、レザー、ガラスカッター等で形
成してもよい。なお、透視ガラスの成形材料を通常の無機ガラスではなく、アクリル系プ
ラスチック等の有機ガラスとしたときは、通常、切欠は型賦形で形成することが望ましい
。
【００２５】
また、反射面には、反射を確実にするために、マジックミラー処理等を行なってもよい。
【００２６】
さらに、切欠の形状は、上記形態に限られず、斜め直線状溝、逆に開先角度α：９０°と
してもよい。
【００２７】
図例では、入賞表示（入賞口）に形成した切欠部１３６（反射面１３６ａ）が透視ガラス
９（９Ａ）の投射平面上で直線上に位置する。このため、後側の第二透視ガラス９Ａに切
欠部を設けてある。こうすることにより、ガラス端面９ａの一方側にのみ光源（発光体）
３８を配することができ、光源３８の配線が簡単になる。
【００２８】
なお、透視ガラスが一枚構成の場合、又は、第二透視ガラス９Ａに切欠部を形成せずに、
図５に示す如く反対側（上側）に光源３８を配してもよい。当然、この場合反射面３６ａ
は上側にくるため切欠部３６の断面は下側の切欠部３６と上下逆（上下対称）になる（図
５（Ａ）参照）。
【００２９】
さらには、図６に示すように、障害釘１６に沿って矩形形表示Ｄ１を形成しようとする場
合は、矩形にそれぞれ左右対称に形成した切欠部３６に対してビーム光を投射（投光）可
能に透視ガラス９の上下左右端面に光源３８を配する。
【００３０】
そして、光源としては、白熱電球、放電ランプ（水銀ランプ、メタルハライドランプ、ナ
トリウムランプ、キセノンランプ）、エレクトロルミネセンス、発光ダイオード、レーザ
等特に限定されない。これらの内で光源が散光してビーム光とならない場合は、集光レン
ズで又は光ファイバーで案内して細いビーム光（束光）として使用する。特に限定されな
いが、これらの内で、発光ダイオードが消費電力が少なく直接的にビーム光を得やすいた
め望ましい。
【００３１】
そして、ガラス端面に配された各光源３８は、遊技盤５の裏側に取付けられた図示しない
ＣＰＵ（制御部）と接続され、入賞孔等に入ったり、また、大当たりが発生した場合には
、信号伝達されてそれぞれの光源が順次又は同時的に発光するようになっている。
【００３２】
次に、上記構成の遊技機における使用態様を説明する。
【００３３】
まず、入賞口２２（２４）に打球が入ったときは、後ろ側の第２透視ガラス９Ａの下側端
面に配した光源３８がビーム光を反射面に対して所定時間放射する。すると、透視ガラス
９Ａ内をビーム光は進み反射面で看者（遊戯者）側に反射する。したがって、看者には入
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【００３４】
また、大当たりになったときは、Ｖ表示が同時的に又はネオンサイン的に各種色分けされ
て表示され、大当たりの際の光学的表示のインパクトが増大に寄与する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用可能な遊技機の一例であるパチンコ機の正面図
【図２】本発明の遊技機における光学表示手段の一例を示す概念平面図
【図３】図２におけるIII－III線部位概念断面図
【図４】図３の要部拡大断面図
【図５】光学表示手段の他の一例を示す概念平面図
【図６】同じくさらに他の一例を示す概念平面図
【符号の説明】
５・・・遊技盤面
６・・・ベース枠
９、９Ａ・・・透視ガラス
１６・・・障害釘
３６、１３６・・・切欠部
３６ａ・・・反射面
３８・・・光源（発光体）
Ｒ・・・光線

【図１】 【図２】
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【図５】
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